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山梨県防災・減災、県土強靱化の取り組み





○流域治⽔推進基本⽅針の策定
本県における流域治⽔に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、施策に関する総合調整等を⾏う場として流域治⽔推進会議を設置し、
部局横断的に検討
流域の特性に応じた対策を複合的に実施する必要があるため、⽬標や検討の進め⽅などの基本的な⽅針を6⽉に策定

○モデル⼩流域における対策メニューの検討
流域治⽔推進会議にて、１７６ある⼩流域から、まずは浸⽔被害等があり流域治⽔対策の必要性が⾼い箇所をモデル⼩流域として抽出
地形や⼟地利⽤状況など、河川により特性が異なるため、⼩流域毎に流域治⽔検討会を設置し、流域治⽔基本⽅針に基づき効果的な対策
について検討 ⇒ 検討過程での課題を検証した上で他の⼩流域へ展開

○ 検討組織
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■：河川対策
■：流域対策（集水域と氾濫域）
■：ソフト対策

■水路改善、改修整備（市）

■ 流域貯留浸透施設
（県・市、地域・住民）

■雨水浸透施設（市、地域・住民）

■建築物の誘導、規制
（県、市、地域・住民）

■水位計・監視カメラ（国・県）

■ハザードマップ（市、地域・住民）

■タイムライン（市、地域・住民）

⽴体交差部

県道 韮崎南アルプス中央線
■透水性舗装（県・市）

■ため池への洪水調節機能の付加
（県、市、地域住民）

■緊急時の排水ポンプ車（国）

流域貯留浸透施設

⽥んぼダム

貯留施設
（⺠間）

■ 田んぼダム、水田保全
（市、地域・住民）

道路整備に伴う
貯留施設の整備

⾬⽔浸透施設

開発抑制
⼟地利⽤規制■八糸川河川改修（県）

■開発抑制、土地利用規制
（県、市、地域・住民）

■貯留施設（民間）

■道路整備に伴う貯留施設の整備（国・県）

■横川伏越増設（県）

■水路のマチなどの適切な運用
（市、地域・住民）

透⽔性舗装

【構成員】庁内関係課室⻑等、甲府河川国道事務所
【事務局】治⽔課

○○川
流域治⽔検討会
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流域治⽔検討会

▲▲川
流域治⽔検討会

◆◆川
流域治⽔検討会

【構成員】
県関係部署担当者、直轄河川事務所、⼩流域市町村担当者

【所管事項】
■ ⼩流域における具体的な施策や取組の検討
■ アクションプラン策定 ■ 市町村⽀援 等

【事務局】
治⽔課、建設事務所・⽀所

○ アクションプランの施策イメージ ⽬標降⾬
最⼤実績降⾬以上

【所管事項】
■ 流域治⽔対策推進基本⽅針策定
■ モデル⼩流域の決定
■ 流域治⽔検討会⽀援
■ フォローアップ
■ 流域治⽔協議会（国）への施策提案 等

【基本⽅針の⽅向性】
■ 流域治⽔対策の基本⽬標
■ 流域治⽔に関する施策や⼿段の充実、適切に組合せて対策を加速化
■ 経済的インセンティブの検討
■ 川の外でのハード対策

（⾬⽔貯留浸透施設の整備、⾬⽔排⽔施設など下⽔道による都市浸⽔対策等）
■ ⽔害リスクに基づく規制・誘導等
■ 広域避難等避難体制の強化やリスク情報空⽩地帯の解消等

流域治⽔検討会

流域治⽔推進会議

R3.5.19 流域治⽔推進会議

流域治水検討会
【流域治⽔対策の推進（流域治⽔対策推進基本⽅針、モデル⼩流域における対策メニューの検討）】
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山梨県




